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１．品目横断的な課題への対応 

（１）放射性物質に係る輸入規制への対応 

 平成 23（2011）年３月に発生した東京電力福島第一原子力発電所事故に伴い、多くの

国・地域において、日本産農林水産物・食品の輸入停止や放射性物質検査証明書の要求

といった輸入規制措置が講じられた。 

 

国内では、事故発生直後から、安全な食料の供給のために農林水産物・食品のモニタ

リング検査を行い、基準値を超える放射性物質が検出された農林水産物が市場に出回ら

ないよう対策を講じている。 

また、日本産農林水産物・食品の輸入規制を導入した国・地域に対しては、我が国が

実施しているモニタリング検査や出荷制限等の食品の安全確保のための措置の説明や、

モニタリング検査の結果等の科学的データの提供等を丁寧に行い、IAEA の評価結果等も

示しながら、二国間交渉及び国際会議等の場で政府一体となって輸入規制の緩和・撤廃

を働きかけている。 

 

この日本の食品の安全確保のための取組については、国際原子力機関（IAEA）からも

「放射性物質による食品汚染の問題についてのモニタリング及び対応のためにとられ

ている措置は適切であり、食料供給網は関係当局による効果的なコントロールの下にあ

るものと理解している」と高い評価を受けているところである。 

 

Events and highlights on the progress related to recovery operations at Fukushima Daiichi 
Nuclear Power Station (福島第一原発事故対応の進展に関する包括的情報提供レポート
（2016 年 5 月 IAEA ホームページ掲載）)（抜粋） 

 

“Measurements of caesium radionuclides in foodstuffs, together with appropriate regulatory 

action and the publication of monitoring results are helping to maintain confidence in the safety 

of the food supply.” 

“ Food restrictions continue to be revised and updated as necessary, in line with food sampling 

and monitoring, and this indicates the continued vigilance of the authorities in Japan and their 

commitment to protecting consumers and trade.” 

“Based on the information that has been made available, the Joint FAO/IAEA Division 

understands that the measures taken to monitor and respond to issues regarding radionuclide 

contamination of food are appropriate, and that the food supply chain is under effective control of 

the relevant authorities.” 

 

「食品中のセシウムの測定、適切な規制措置及びモニタリング結果の公表は、食料供給

の安全性に対する信頼を維持する上で助けとなっている。」 

「食品規制は、食品のサンプル抽出・モニタリング結果に対応し、必要な更新・改正が

され続けている。これは、日本政府による継続的警戒と、消費者や貿易の保護に対する

コミットメントを示すものである。」 

「IAEA/FAO合同チームは、放射性物質による食品汚染の問題についてのモニタリング及

び対応のためにとられている措置は適切であり、食料供給網は関係当局による効果的な

コントロールの下にあるものと理解している。」 
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これらの結果、平成 28（2016）年７月までにカナダ、ベトナム、オーストラリア、タ

イ、ボリビア、インド、クウェート等 18カ国において全ての規制措置が撤廃された。ま

た、輸入規制措置の緩和についても、平成 26（2014）年４月以降のみを見ても、EU、シ

ンガポール、ロシア、米国等 11カ国・地域において規制措置の緩和が行われた。 

 

●輸入規制完全撤廃      ●最近の輸入規制緩和(平成 26年４月以降) 

 

＊ スイス、ノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタイン（EFTA 加盟国）も EU に準拠した規制緩和を実施 

 

特に EUは、平成 28（2016）年１月に、福島県産については平成 25（2013）年及び平

成 26（2014）年の２年間にわたり基準値超過が発生しなかった品目を、また福島県産品

以外については平成 26（2014）年において基準値超過が発生しなかった品目を規制対象

から除外することにより、福島県産品を含め大幅に規制を緩和した。これにより、具体

的には、① 福島県産の野菜、果実（かきを除く）、畜産品、そば、茶等について、検査

証明対象から除外（産地証明書も不要）、② 青森及び埼玉県産の食品は、検査証明対象

から除外、③ ６県（岩手、宮城、茨城、栃木、群馬及び千葉）産のコメ、大豆等につい

て、検査証明対象から除外されることとなった。 

  

撤廃された年月 国名

平成23年６月 カナダ

〃 ミャンマー

７月 セルビア

９月 チリ

平成24年１月 メキシコ

４月 ペルー

６月 ギニア

７月 ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ

８月 コロンビア

平成25年３月 マレーシア

４月 エクアドル

９月 ベトナム

平成26年１月 イラク

〃 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ

平成27年５月 タイ
※一部の野生動物肉を除く

11月 ボリビア

平成28年２月 インド

５月 クウェート
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●放射性物質にかかるＥＵの日本産食品に対する輸入規制措置の緩和 

 
 

 
 

このように我が国の農林水産物・食品に対する輸入規制は着実に緩和・撤廃されてき

ている。この動向については、主要な品目（コメ、野菜・果実、茶、食肉（牛肉・豚肉・

家禽肉）、加工食品、水産物）毎に、次頁以降に一覧にまとめた。 

福島 岩手 宮城 茨城 栃木 群馬 千葉 秋田 山形 長野 山梨 新潟 静岡 青森 埼玉 その他

※１　牛乳・乳製品、豚肉、鶏肉等は、動物検疫上輸入が不可。

※２　山菜のうち、ゼンマイ・クサソテツ・ウワバミソウの秋田、山形及び長野県産は産地証明書で可。

※３　検査証明書対象の産地・品目の使用割合が合計で５０％を超える製品は、製造地（都道府県）にかかわらず検査証明書が必要。

：検査証明書

：産地証明書

：ＥＵ側でのサンプル検査

活魚、海藻、ホタテ

水産物
（活魚、海藻、ホタテ除く）

大豆

品目＼産地

米

果実（柿を除く）

柿

茶

山菜　※２

食肉　※１

牛乳・乳製品　※１

野菜

その他の食品及び飼料

検査証明対象の産地・品目の使用割合が合計
で５０％を超える食品及び飼料　※３

きのこ類

そば

平成２６年４月１日 ～ 平成２８年１月８日

　　　　　　　　

福島 岩手 宮城 茨城 栃木 群馬 千葉 秋田 山形 長野 山梨 新潟 静岡 青森 埼玉 その他

※１　牛乳・乳製品、豚肉、鶏肉等は、動物検疫上輸入が不可。

※３　検査証明書対象の産地・品目の使用割合が合計で５０％を超える製品は、製造地（都道府県）にかかわらず検査証明書が必要。

牛乳・乳製品　※１

水産物
（活魚、海藻、ホタテ除く）

　　①タケノコ・タラノキ(タラの芽)・ゼンマイの山梨、新潟及び静岡県産は、産地証明書で可。

　　②ワラビ・クサソテツの秋田、山形、長野、山梨、新潟及び静岡県産は、産地証明書で可。

　　③フキ・フキノトウの岩手、宮城、茨城、栃木、群馬、千葉、秋田、山形、長野、山梨、新潟及び静岡県産は、産地証明書で可。

　　④ウワバミソウは、輸入規制撤廃。

活魚、海藻、ホタテ

柿

そば

きのこ類

検査証明対象の産地・品目の使用割合が合計
で５０％を超える食品及び飼料　※３

果実（柿を除く）

野菜

※２　山菜のうち、

食肉　※１

茶

その他の食品及び飼料

山菜　※２

品目＼産地

米

大豆

：規制緩和
平成２８年１月９日以降（緩和後）
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平成２３年５月時点

1 イラク
2 エジプト
3 クウェート
4 コンゴ民主共和国
5 仏領ニューカレドニア
6 仏領ポリネシア
7 モーリシャス
8 モロッコ
9 レバノン　※

10 マカオ
11 中国
12 ブルネイ
13 ロシア
14 台湾
15 サウジアラビア
16 アラブ首長国連邦
17 アルゼンチン
18 インドネシア
19 オマーン
20 カタール
21 チリ　※
22 バーレーン
23 ブラジル　※
24 ボリビア　※
25 メキシコ ※
26 韓国　※
27 ＥＵ
28 アイスランド
29 スイス
30 リヒテンシュタイン
31 ノルウェー
32 カナダ
33 タイ
34 セルビア
35 エクアドル　※
36 マレーシア
37 コロンビア　※
38 ペルー
39 香港
40 イスラエル
41 イラン
42 インド
43 ウクライナ
44 トルコ
45 ニュージーランド
46 ネパール
47 パキスタン
48 ベトナム
49 ミャンマー
50 米国　※
51 豪州
52 ギニア
53 シンガポール
54 フィリピン

※　レバノン及びブラジルは４月、米国、韓国、メキシコ及びチリは６月、エクアドルは７月、ボリビア及びコロンビアは８月時点。

：輸入停止(１５)

：日本の出荷制限品目を輸入停止（０）

：放射性物質検査証明(２３)

：産地証明(０)

：輸入国側での検査強化（全ロット検査、又は、サンプル検査）(１２)

：輸入国側での通常レベルの検査

（　　　）の数字は、福島県についての数。

福島 茨城 栃木 群馬 千葉 埼玉 宮城 新潟 長野 東京 愛媛 その他神奈川 静岡 岩手 秋田 兵庫

原発事故に伴う諸外国・地域による輸入規制の撤廃・緩和の動向（５４ヵ国・地域）
【コメ】

青森山形 山梨都道府県
国・地域
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平成２８年7月現在

1 イラク
2 エジプト
3 クウェート
4 コンゴ民主共和国
5 仏領ニューカレドニア
6 仏領ポリネシア
7 モーリシャス
8 モロッコ
9 レバノン

10 マカオ
11 中国
12 ブルネイ
13 ロシア
14 台湾
15 サウジアラビア
16 アラブ首長国連邦
17 アルゼンチン
18 インドネシア
19 オマーン
20 カタール
21 チリ
22 バーレーン
23 ブラジル
24 ボリビア
25 メキシコ
26 韓国
27 ＥＵ
28 アイスランド
29 スイス
30 リヒテンシュタイン
31 ノルウェー
32 カナダ
33 タイ
34 セルビア
35 エクアドル
36 マレーシア
37 コロンビア
38 ペルー
39 香港
40 イスラエル
41 イラン
42 インド
43 ウクライナ
44 トルコ
45 ニュージーランド
46 ネパール
47 パキスタン
48 ベトナム
49 ミャンマー
50 米国
51 豪州
52 ギニア
53 シンガポール
54 フィリピン

：輸入停止(４)

：日本の出荷制限品目を輸入停止（３）

：放射性物質検査証明(１８)

：産地証明(２)

：輸入国側での検査強化（全ロット検査、又は、サンプル検査）(８)

：輸入国側での通常レベルの検査

（　　　）の数字は、福島県についての数。

静岡 岩手 秋田 青森千葉 埼玉 宮城茨城福島 栃木 群馬 長野 東京 山形 山梨 神奈川 兵庫新潟 愛媛 その他都道府県
国・地域
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平成２３年５月時点

1 アラブ首長国連邦
2 イラク
3 エジプト
4 クウェート
5 コンゴ民主共和国
6 仏領ニューカレドニア
7 仏領ポリネシア
8 モーリシャス
9 モロッコ

10 レバノン　※
11 マカオ
12 中国
13 シンガポール
14 ブルネイ
15 ロシア
16 香港
17 台湾
18 サウジアラビア
19 韓国　※
20 米国　※
21 アルゼンチン
22 インドネシア
23 オマーン
24 カタール
25 チリ　※
26 バーレーン
27 ブラジル　※
28 ボリビア　※
29 メキシコ ※
30 ＥＵ
31 アイスランド
32 スイス
33 リヒテンシュタイン
34 ノルウェー
35 カナダ
36 タイ
37 セルビア
38 エクアドル ※
39 マレーシア
40 コロンビア　※
41 ペルー
42 イスラエル
43 イラン
44 インド
45 ウクライナ
46 トルコ
47 ニュージーランド
48 ネパール
49 パキスタン
50 ベトナム
51 ミャンマー
52 豪州
53 ギニア
54 フィリピン

※　レバノン及びブラジルは４月、米国、韓国、メキシコ及びチリは６月、エクアドルは７月、ボリビア及びコロンビアは８月時点。

：輸入停止(１８)

：日本の出荷制限品目を輸入停止（２）

：放射性物質検査証明(２３)

：産地証明(０)

：輸入国側での検査強化（全ロット検査、又は、サンプル検査）(１１)

：輸入国側での通常レベルの検査

（　　　）の数字は、福島県についての数。

神奈川 静岡 岩手 秋田 青森 兵庫 愛媛 その他

原発事故に伴う諸外国・地域による輸入規制の撤廃・緩和の動向（５４ヵ国・地域）
【野菜・果実】

山梨福島 茨城 栃木 群馬 千葉 埼玉 宮城 新潟 長野 東京 山形都道府県
国・地域
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平成２８年7月現在

1 アラブ首長国連邦
2 イラク
3 エジプト
4 クウェート
5 コンゴ民主共和国
6 仏領ニューカレドニア
7 仏領ポリネシア
8 モーリシャス
9 モロッコ

10 レバノン
11 マカオ
12 中国
13 シンガポール
14 ブルネイ
15 ロシア
16 香港
17 台湾
18 サウジアラビア
19 韓国
20 米国
21 アルゼンチン
22 インドネシア
23 オマーン
24 カタール
25 チリ
26 バーレーン
27 ブラジル
28 ボリビア
29 メキシコ
30 ＥＵ（注）

31 アイスランド
32 スイス
33 リヒテンシュタイン
34 ノルウェー
35 カナダ
36 タイ
37 セルビア
38 エクアドル
39 マレーシア
40 コロンビア
41 ペルー
42 イスラエル
43 イラン
44 インド
45 ウクライナ
46 トルコ
47 ニュージーランド
48 ネパール
49 パキスタン
50 ベトナム
51 ミャンマー
52 豪州
53 ギニア
54 フィリピン

：輸入停止(６)

：日本の出荷制限品目を輸入停止（３）

：放射性物質検査証明(１６)

：産地証明(２)

：輸入国側での検査強化（全ロット検査、又は、サンプル検査）(１２)

：輸入国側での通常レベルの検査

（　　　）の数字は、福島県についての数。

（注）　ＥＵ、アイスランド、スイス、リヒテンシュタイン、ノルウェー向けの果実のうち、柿については、福島県産は検査証明、その他県産は産地証明が必要

新潟栃木 群馬 千葉 埼玉 宮城 兵庫 愛媛 その他長野 東京 山形 山梨 神奈川 静岡 岩手 秋田 青森茨城福島都道府県
国・地域
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平成２３年５月時点

1 イラク
2 エジプト
3 クウェート
4 コンゴ民主共和国
5 仏領ニューカレドニア
6 仏領ポリネシア
7 モーリシャス
8 モロッコ
9 レバノン　※

10 中国
11 マカオ
12 ブルネイ
13 ロシア
14 台湾
15 サウジアラビア
16 韓国　※
17 米国　※
18 アラブ首長国連邦
19 アルゼンチン
20 オマーン
21 カタール
22 バーレーン
23 ブラジル　※
24 ベトナム
25 ボリビア　※
26 メキシコ　※
27 ＥＵ
28 アイスランド
29 スイス
30 リヒテンシュタイン
31 ノルウェー
32 カナダ
33 タイ
34 セルビア
35 エクアドル　※
36 マレーシア
37 コロンビア　※
38 ペルー
39 シンガポール
40 香港
41 イスラエル
42 イラン
43 インド
44 ウクライナ
45 トルコ
46 ニュージーランド
47 ネパール
48 パキスタン
49 ミャンマー
50 豪州
51 インドネシア
52 ギニア
53 チリ　※
54 フィリピン

※　レバノン及びブラジルは４月、米国、韓国、メキシコ及びチリは６月、エクアドルは７月、ボリビア及びコロンビアは８月時点。

：輸入停止(１５)

：日本の出荷制限品目を輸入停止（０）

：放射性物質検査証明(２２)

：産地証明(１)

：輸入国側での検査強化（全ロット検査、又は、サンプル検査）(１１)

：輸入国側での通常レベルの検査

（　　　）の数字は、福島県についての数。

愛媛 その他福島 茨城 栃木 群馬 千葉 埼玉 宮城 新潟 長野 神奈川 静岡 岩手

原発事故に伴う諸外国・地域による輸入規制の撤廃・緩和の動向（５４ヵ国・地域）
【茶】

東京 山形 兵庫 大阪山梨 秋田 青森 愛知都道府県
国・地域
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平成２８年7月現在

1 イラク
2 エジプト
3 クウェート
4 コンゴ民主共和国
5 仏領ニューカレドニア
6 仏領ポリネシア
7 モーリシャス
8 モロッコ
9 レバノン

10 中国
11 マカオ
12 ブルネイ
13 ロシア
14 台湾
15 サウジアラビア
16 韓国
17 米国
18 アラブ首長国連邦
19 アルゼンチン
20 オマーン
21 カタール
22 バーレーン
23 ブラジル
24 ベトナム
25 ボリビア
26 メキシコ
27 ＥＵ
28 アイスランド
29 スイス
30 リヒテンシュタイン
31 ノルウェー
32 カナダ
33 タイ
34 セルビア
35 エクアドル
36 マレーシア
37 コロンビア
38 ペルー
39 シンガポール
40 香港
41 イスラエル
42 イラン
43 インド
44 ウクライナ
45 トルコ
46 ニュージーランド
47 ネパール
48 パキスタン
49 ミャンマー
50 豪州
51 インドネシア
52 ギニア
53 チリ
54 フィリピン

：輸入停止(４)

：日本の出荷制限品目を輸入停止（０）

：放射性物質検査証明(１５)

：産地証明(２)

：輸入国側での検査強化（全ロット検査、又は、サンプル検査）(１３)

：輸入国側での通常レベルの検査

（　　　）の数字は、福島県についての数。

新潟福島 茨城 栃木 群馬 千葉 埼玉 宮城 その他長野 東京 山形 山梨 神奈川 静岡 愛知 大阪岩手 秋田 青森 兵庫 愛媛都道府県
国・地域
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平成２３年５月時点

1 イラク
2 エジプト
3 クウェート
4 コンゴ民主共和国
5 仏領ニューカレドニア
6 仏領ポリネシア
7 モーリシャス
8 モロッコ
9 レバノン　※

10 マカオ
11 中国
12 ブルネイ
13 ロシア
14 台湾
15 サウジアラビア
16 シンガポール
17 フィリピン
18 アラブ首長国連邦
19 アルゼンチン
20 インドネシア
21 オマーン
22 カタール
23 チリ　※
24 バーレーン
25 ブラジル　※
26 ボリビア　※
27 メキシコ ※
28 韓国　※
29 ＥＵ
30 アイスランド
31 スイス
32 リヒテンシュタイン
33 ノルウェー
34 タイ
35 カナダ
36 セルビア
37 エクアドル　※
38 マレーシア
39 コロンビア　※
40 ペルー
41 香港
42 イスラエル
43 イラン
44 インド
45 ウクライナ
46 トルコ
47 ニュージーランド
48 ネパール
49 パキスタン
50 ベトナム
51 ミャンマー
52 米国　※
53 豪州
54 ギニア

※　レバノン及びブラジルは４月、米国、韓国、メキシコ及びチリは６月、エクアドルは７月、ボリビア及びコロンビアは８月時点。

：輸入停止(１７)

：日本の出荷制限品目を輸入停止（０）

：放射性物質検査証明(２４)

：産地証明(０)

：輸入国側での検査強化（全ロット検査、又は、サンプル検査）(１１)

：輸入国側での通常レベルの検査

（　　　）の数字は、福島県についての数。

福島 茨城 栃木 群馬 千葉 埼玉 兵庫宮城 新潟 長野 東京 山形 山梨 神奈川 静岡 岩手 愛媛 その他

原発事故に伴う諸外国・地域による輸入規制の撤廃・緩和の動向（５４ヵ国・地域）
【食肉（牛肉・豚肉・家禽肉）】

秋田 青森都道府県
国・地域
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平成２８年7月現在

1 イラク
2 エジプト
3 クウェート
4 コンゴ民主共和国
5 仏領ニューカレドニア
6 仏領ポリネシア
7 モーリシャス
8 モロッコ
9 レバノン

10 マカオ
11 中国
12 ブルネイ
13 ロシア
14 台湾
15 サウジアラビア
16 シンガポール
17 フィリピン
18 アラブ首長国連邦
19 アルゼンチン
20 インドネシア
21 オマーン
22 カタール
23 チリ
24 バーレーン
25 ブラジル
26 ボリビア
27 メキシコ
28 韓国
29 ＥＵ
30 アイスランド
31 スイス
32 リヒテンシュタイン
33 ノルウェー
34 タイ
35 カナダ
36 セルビア
37 エクアドル
38 マレーシア
39 コロンビア
40 ペルー
41 香港
42 イスラエル
43 イラン
44 インド
45 ウクライナ
46 トルコ
47 ニュージーランド
48 ネパール
49 パキスタン
50 ベトナム
51 ミャンマー
52 米国
53 豪州
54 ギニア

：輸入停止(５)

：日本の出荷制限品目を輸入停止（２）

：放射性物質検査証明(１７)

：産地証明(２)

：輸入国側での検査強化（全ロット検査、又は、サンプル検査）(１２)

：輸入国側での通常レベルの検査

（　　　）の数字は、福島県についての数。

その他長野 東京 山形 山梨 神奈川 静岡 岩手 秋田 青森 兵庫 愛媛新潟福島 茨城 栃木 群馬 千葉 埼玉 宮城都道府県
国・地域
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平成２３年５月時点

1 イラク
2 エジプト
3 クウェート
4 コンゴ民主共和国
5 仏領ニューカレドニア
6 仏領ポリネシア
7 モーリシャス
8 モロッコ
9 レバノン　※

10 マカオ
11 中国
12 ブルネイ
13 ロシア
14 台湾
15 サウジアラビア
16 シンガポール
17 アラブ首長国連邦
18 アルゼンチン
19 インドネシア
20 オマーン
21 カタール
22 バーレーン
23 ブラジル　※
24 ボリビア　※
25 メキシコ ※
26 韓国　※
27 ＥＵ
28 アイスランド
29 スイス
30 リヒテンシュタイン
31 ノルウェー
32 タイ
33 カナダ
34 セルビア
35 エクアドル　※
36 マレーシア
37 コロンビア　※
38 ペルー
39 香港
40 イスラエル
41 イラン
42 インド
43 ウクライナ
44 トルコ
45 ニュージーランド
46 ネパール
47 パキスタン
48 ベトナム
49 ミャンマー
50 米国　※
51 豪州
52 ギニア
53 チリ　※
54 フィリピン

※　レバノン及びブラジルは４月、米国、韓国、メキシコ及びチリは６月、エクアドルは７月、ボリビア及びコロンビアは８月時点。

：輸入停止(１６)

：日本の出荷制限品目を輸入停止（０）

：放射性物質検査証明(２２)

：産地証明(０)

：輸入国側での検査強化（全ロット検査、又は、サンプル検査）(１２)

：輸入国側での通常レベルの検査

（　　　）の数字は、福島県についての数。

福島 茨城 栃木 群馬 千葉 埼玉 兵庫宮城 新潟 長野 東京 山形 山梨 神奈川 静岡 岩手

原発事故に伴う諸外国・地域による輸入規制の撤廃・緩和の動向（５４ヵ国・地域）

【加工食品＊】

＊調味料、清涼飲料水、菓子類、麺類、レトルト食品等といった加工食品についての一般的な規制状況を示しており、使用原
料や加工度等によっては該当しない場合もあります。
　必要に応じて、輸出先国の税関・輸入業者等へお問い合わせください。

秋田 愛媛青森 その他都道府県
国・地域
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平成２８年7月現在

1 イラク
2 エジプト
3 クウェート
4 コンゴ民主共和国
5 仏領ニューカレドニア
6 仏領ポリネシア
7 モーリシャス
8 モロッコ
9 レバノン

10 マカオ
11 中国
12 ブルネイ
13 ロシア
14 台湾
15 サウジアラビア
16 シンガポール
17 アラブ首長国連邦
18 アルゼンチン
19 インドネシア
20 オマーン
21 カタール
22 バーレーン
23 ブラジル
24 ボリビア
25 メキシコ
26 韓国
27 ＥＵ
28 アイスランド
29 スイス
30 リヒテンシュタイン
31 ノルウェー
32 タイ
33 カナダ
34 セルビア
35 エクアドル
36 マレーシア
37 コロンビア
38 ペルー
39 香港
40 イスラエル
41 イラン
42 インド
43 ウクライナ
44 トルコ
45 ニュージーランド
46 ネパール
47 パキスタン
48 ベトナム
49 ミャンマー
50 米国
51 豪州
52 ギニア
53 チリ
54 フィリピン

：輸入停止(４)

：日本の出荷制限品目を輸入停止（０）

：放射性物質検査証明(１５)

：産地証明(２)

：輸入国側での検査強化（全ロット検査、又は、サンプル検査）(１３)

：輸入国側での通常レベルの検査

（　　　）の数字は、福島県についての数。

新潟宮城栃木 群馬 千葉 埼玉福島 茨城 その他長野 東京 山形 山梨 神奈川 静岡 岩手 秋田 青森 兵庫 愛媛都道府県
国・地域
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平成２３年５月時点

1 イラク
2 エジプト
3 ギニア
4 クウェート
5 コンゴ民主共和国
6 仏領ニューカレドニア
7 仏領ポリネシア
8 モーリシャス
9 モロッコ

10 レバノン　※
11 マカオ
12 中国
13 ブルネイ
14 ロシア
15 香港
16 台湾
17 サウジアラビア
18 シンガポール
19 フィリピン
20 韓国　※
21 米国　※
22 アラブ首長国連邦
23 アルゼンチン
24 インドネシア
25 オマーン
26 カタール
27 チリ　※
28 バーレーン
29 ブラジル　※
30 ボリビア　※
31 メキシコ ※
32 ＥＵ
33 アイスランド
34 スイス
35 リヒテンシュタイン
36 ノルウェー
37 タイ
38 カナダ
39 セルビア
40 エクアドル　※
41 マレーシア
42 コロンビア　※
43 ペルー
44 イスラエル
45 イラン
46 インド
47 ウクライナ
48 トルコ
49 ニュージーランド
50 ネパール
51 パキスタン
52 ベトナム
53 ミャンマー
54 豪州

※　レバノン及びブラジルは４月、米国、韓国、メキシコ及びチリは６月、エクアドルは７月、ボリビア及びコロンビアは８月時点。

：輸入停止(１９)

：日本の出荷制限品目を輸入停止（２）

：放射性物質検査証明(２４)

：産地証明(０)

：輸入国側での検査強化（全ロット検査、又は、サンプル検査）(１１)

：輸入国側での通常レベルの検査

（　　　）の数字は、福島県についての数。

秋田 青森福島 茨城 栃木 群馬 千葉 埼玉 愛媛山形 山梨 岩手 兵庫宮城 新潟

原発事故に伴う諸外国・地域による輸入規制の撤廃・緩和の動向（５４ヵ国・地域）
【牛乳・乳製品】

その他長野 東京 神奈川 静岡都道府県
国・地域
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平成２８年7月現在

1 イラク
2 エジプト
3 ギニア
4 クウェート
5 コンゴ民主共和国
6 仏領ニューカレドニア
7 仏領ポリネシア
8 モーリシャス
9 モロッコ

10 レバノン
11 マカオ
12 中国
13 ブルネイ
14 ロシア
15 香港
16 台湾
17 サウジアラビア
18 シンガポール
19 フィリピン
20 韓国
21 米国
22 アラブ首長国連邦
23 アルゼンチン
24 インドネシア
25 オマーン
26 カタール
27 チリ
28 バーレーン
29 ブラジル
30 ボリビア
31 メキシコ
32 ＥＵ
33 アイスランド
34 スイス
35 リヒテンシュタイン
36 ノルウェー
37 タイ
38 カナダ
39 セルビア
40 エクアドル
41 マレーシア
42 コロンビア
43 ペルー
44 イスラエル
45 イラン
46 インド
47 ウクライナ
48 トルコ
49 ニュージーランド
50 ネパール
51 パキスタン
52 ベトナム
53 ミャンマー
54 豪州

：輸入停止(６)

：日本の出荷制限品目を輸入停止（３）

：放射性物質検査証明(１７)

：産地証明(１)

：輸入国側での検査強化（全ロット検査、又は、サンプル検査）(１２)

：輸入国側での通常レベルの検査

（　　　）の数字は、福島県についての数。

福島 栃木 群馬 千葉 埼玉 新潟 その他青森秋田岩手山形 山梨 兵庫 愛媛宮城 長野 東京 神奈川 静岡茨城都道府県
国・地域
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平成２３年５月時点

1 アラブ首長国連邦
2 イラク
3 エジプト
4 ギニア
5 クウェート
6 コンゴ民主共和国
7 仏領ニューカレドニア
8 仏領ポリネシア
9 モーリシャス

10 モロッコ
11 レバノン　※
12 マカオ
13 中国
14 ロシア
15 ブルネイ
16 台湾
17 サウジアラビア
18 シンガポール
19 韓国　※
20 米国　※
21 香港
22 アルゼンチン
23 インドネシア
24 オマーン
25 カタール
26 チリ　※
27 バーレーン
28 ブラジル　※
29 ボリビア　※
30 メキシコ ※
31 ＥＵ
32 アイスランド
33 スイス
34 リヒテンシュタイン
35 ノルウェー
36 セルビア
37 タイ
38 カナダ
39 マレーシア
40 コロンビア　※
41 ペルー
42 イスラエル
43 イラン
44 インド
45 ウクライナ
46 トルコ
47 ネパール
48 パキスタン
49 フィリピン
50 ミャンマー
51 ニュージーランド
52 ベトナム
53 豪州
54 エクアドル　※

※　レバノン及びブラジルは４月、米国、韓国、メキシコ及びチリは６月、エクアドルは７月、ボリビア及びコロンビアは８月時点。

：輸入停止(１８)

：日本の出荷制限品目を輸入停止（２）

：放射性物質検査証明(２２)

：産地証明(０)

：輸入国側での検査強化（全ロット検査、又は、サンプル検査）(13)

：輸入国側での通常レベルの検査

（　　　）の数字は、福島県についての数。

鹿児島愛媛 その他北海道 愛知 三重 熊本兵庫静岡 岩手 秋田 青森

原発事故に伴う諸外国・地域による輸入規制の撤廃・緩和の動向（５４ヵ国・地域）
【水産物】

山梨福島 茨城 栃木 群馬 千葉 埼玉 宮城 新潟 長野 東京 山形 神奈川都道府県
国・地域
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平成２８年7月現在

1 アラブ首長国連邦
2 イラク
3 エジプト
4 ギニア
5 クウェート
6 コンゴ民主共和国
7 仏領ニューカレドニア
8 仏領ポリネシア
9 モーリシャス

10 モロッコ
11 レバノン
12 マカオ
13 中国
14 ロシア
15 ブルネイ
16 台湾
17 サウジアラビア
18 シンガポール
19 韓国
20 米国
21 香港
22 アルゼンチン
23 インドネシア
24 オマーン
25 カタール
26 チリ
27 バーレーン
28 ブラジル
29 ボリビア
30 メキシコ
31 ＥＵ
32 アイスランド
33 スイス
34 リヒテンシュタイン
35 ノルウェー
36 セルビア
37 タイ
38 カナダ
39 マレーシア
40 コロンビア
41 ペルー
42 イスラエル
43 イラン
44 インド
45 ウクライナ
46 トルコ
47 ネパール
48 パキスタン
49 フィリピン
50 ミャンマー
51 ニュージーランド
52 ベトナム
53 豪州
54 エクアドル

：輸入停止(７)

：日本の出荷制限品目を輸入停止（３）

：放射性物質検査証明(２１)

：産地証明(０)

：輸入国側での検査強化（全ロット検査、又は、サンプル検査）(７)

：輸入国側での通常レベルの検査

（　　　）の数字は、福島県についての数。

その他長野 東京 山形 山梨 神奈川 静岡 鹿児島北海道兵庫 愛媛茨城 青森栃木 群馬 千葉 埼玉 宮城 新潟 愛知 三重 熊本福島 岩手 秋田都道府県
国・地域


